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   令和7年9月2日

            分任契約担当官

            陸上自衛隊伊丹駐屯地

            中部方面会計隊本部業務科長  加藤　江利菜

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

5QF310701510 5RL01A10022

ST1.00

伊丹駐屯地

令和8年1月30日（金）管理科　大西技官（３２１６）

伊丹駐屯地業務隊

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　中部方面会計隊本部業務科事務室

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：

　　入札日時場所　：令和7年9月18日（木）10時00分　会計隊　事務室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

　　別紙のとおり

G15公告

１　入札事項

公 告

伊丹（７）２５６号建物他照明器具取替

仕様書のとおり



別　紙

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
　　　　次の各項目のすべての条件を満たす者
  (1) 　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
　　 であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
　(2) 　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
  (3) 　都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態
　　 が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
  (4) 　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等か
　　 ら排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
  (5) 　入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 
  (6) 　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  (7) 　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に
　　 係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
  (8) 　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物
　　 品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
　(9) 　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当
　　 する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
 (10)　資格審査結果通知書（全省庁統一資格）において、近畿地域の競争参加資格を有する者。
 (11)　令和７、８、９年度有効の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提出することを条件とする。

ただし、全省庁統一資格を申請中の場合は申請済であることが確認できる書類を提出すること。

2 低入札価格調査について
　(1)　予算決算及び会計令第８５条による基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必
    ずしも落札者とならない場合がある。
　(2)　基準価格を下回った入札を行った者は、事後の資料作成、調査等に協力すること。

3 契約条項等を示す場所
  　 　仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、中部方面会計隊本部業務科契約班窓口又は陸上自衛隊中部方面
　　 会計隊ホームページにおいて掲載し配布する。

令和７年９月２日～令和７年９月１７日（０８１５～１７００）

4 入札方法
    　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該
　 金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、
　　 入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額
    の１１０分の１００（消費税を含まない。）を記載すること。

5 入札の無効
　(1) 　第１項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
　(2) 　入札に関する条項に違反した入札
　(3)　入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 

6 契約書等の作成
　(1) 　契約金額が１００万円以上は契約書を作成する。
　(2) 　細部の記載要領については、落札決定後落札者に説明・作成する。

7 適用する契約条項
　　 　駐屯地用標準契約書の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約
　　 条項とする。

8 その他
　(1) 　郵便等による入札については、令和７年９月１７日１７時００分到着分までを有効とする。
　　 　なお、事前に郵便入札の申し出を中部方面会計隊本部業務科契約班まで行うとともに、必ず便着の確認を
　　 すること。また、落札となるべき同価による入札が２者以上あった場合は、当該入札に関係の無い職員によ
　　 り抽選を実施し落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。
　(2) 　電報・電話等による入札は認めない。
　(3)　入札に参加を希望する者は、入札参加希望受付時（令和７年９月１７日１７時００分まで）に資格審査
  結果通知書の写しを提出すること。（ＦＡＸ可）
　(4) 　代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
  　    (様式随意、なお郵便入札時は不要）
　(5)　市価調査等依頼の場合は協力されたい。（ＦＡＸ可）
　(6) 　入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊伊丹駐屯地中部方面会計隊本部契約班にて閲覧されたい。
　(7)　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じな
　　 いものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しな
　　 い場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。
　(8)　落札決定については総品目総額予定価格の範囲内で最低の価格（単価）をもって申込をした者を落札者と
　　 する。なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

　　　 　〒６６４－００１２　兵庫県伊丹市緑ヶ丘７－１－１
　陸上自衛隊伊丹駐屯地　中部方面会計隊本部　業務科契約班　担当 ：長峯
　０７２－７８２－０００１ 内線(３４２４）　ＦＡＸ０７２－７８２－００３５（直通）

      　（仕様書等に関する事項）           
　 　陸上自衛隊伊丹駐屯地　業務隊管理科　担当 ：大西
　 　　　０７２－７８２－０００１ 内線(３２１６)

　本公告は、陸上自衛隊伊丹駐屯地　中部方面会計隊本部業務科契約班
　　　　　　陸上自衛隊中部方面隊ホームページ　https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載。

　ＱＲコードから公式サイトにアクセスできます。



仕 様 書 
１ 名  称： 伊丹（７）２５６号建物他照明器具取替 

２ 場  所： 兵庫県伊丹市緑ヶ丘７丁目１―１（陸上自衛隊伊丹駐屯地） 

３ 納  期： 令和８年１月３０日（金） 

４ 工事概要： 

場 所 概   要 数 量 備 考 

２５６号建物 既設照明器具撤去 

・Ｆ-ＸＰＤ１-４０２ＲＨ１６ ×1台 

・ＦＢＦ２ＢＰ-２０１ＧＬ１６ ×1台 

２台 

詳細 

図面 

参照 

照明器具新設（官給品支給※支給品明細による） 

・天井直付型 40W×2灯用相当 ×1台 

・防雨型 20W×1 灯用相当 ×1台 

※既設配管・配線へ接続 

既設部からの接続に伴う接続部材等含む 

２台 

２６１号建物 既設照明器具撤去 

・Ｆ-ＸＰＤ１-４０２ＲＨ１６ ×2台 

・ＦＢＦ２ＢＰ-２０１ＧＬ１６ ×1台 

３台 

照明器具新設（官給品支給※支給品明細による） 

・耐圧防爆型 40W×2灯用相当 ×2台 

・防雨型 20W×1 灯用相当 ×1台 

※既設配管・配線へ接続 

３台 

２６６号建物 既設照明器具撤去 

・Ｆ-ＸＰＤ-４０２ＲＨ１６ ×7台 

・ＳＳ-ＦＢＦ２ＲＰ-２０１ ＧＬ１６ ×3台 

１０台 

照明器具新設（官給品支給※支給品明細による） 

・耐圧防爆型 40W×2灯用相当 ×7台 

・防雨型 20W×1 灯用相当 ×3台 

※既設配管・配線へ接続 

１０台 

外 灯 
外灯器具取替（官給品支給※支給品明細による） 

※既設配線へ接続 
３３箇所 

その他 

点灯試験 一式  

産業廃棄物運搬・処分（蛍光灯管類） 一式  

高所作業車作業 一式  

５ 一般仕様 

  本工事の仕様は、本仕様書によるほか、図面、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工

事編）(以下、改修標準仕様書)」等の定めるところによる。 

  また本工事を実施するにあたり、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料

の選定、品質性能の確保、工法の選定、検査等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

６ 一般事項 

(1) 本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な

方針」に準じ、丁寧かつ確実に実施するものとする。 

(2) 「監督官」とは、官側の監督職員とし、「請負者」とは当該工事請負契約の請負者又は契

約書等の規定により定められた現場代理人をいう。 

(3) 施工に際し、本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議し、また軽微な変更

に対し請負金額の変更はしないものとする。 

(4) 着工に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。 

(5) 現場管理・安全管理 

ア 請負者は、工事の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に 

対して現状復旧する。 

イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任におい 

て管理するものとする。 

ウ 現場代理人は管理能力を有する者とし、設計図書に基づく工程の管理、施工状況の検査 

及び材料の試験等および、作業員への作業工程の周知等を行なう。 

オ 現場は、常に整理整頓を心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。 

カ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実 

施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。 

キ 工事に際し、既設部分への養生等が必要と思われる箇所については、適切な養生を実施 

すること。 

(6) 工事エリア以外への立ち入り及び指定場所以外での喫煙を禁止する。 

 

７ 発生材の処理 

(1) 本工事の発生材のうち、鉄屑等有価物については金属種別毎に重量を計測の上、監督官の

指示する場所へ集積すること。 

(2) 産業廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて適正に処分する。 

  産業廃棄物の収集・運搬又は処分を委託する場合は、最終処分が終了したことを確認できる 

書類を提出すること。(電子マニュフェストでも可とする。) 

 

 

 

 

 

 

 

 件 名 伊丹(７)２５６号建物他照明器具取替 図 番 

伊丹駐屯地業務隊 管理科 営繕班 １／６ 



 

 

８ 支給品明細 

 型  番 数 量 備 考 

①  星和電機 

ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ-４１Ａ０００ 
９台  

②  Panasonic ＮＮＦＷ２１８２５ ＬＥ９ ５台  

③  Panasonic ＸＦＸ４４０ＡＥＤ ＬＥ９ １台  

Ａ 岩崎電気 Ｅ７００６６ＳＡＮ９ １１台 

ステンレスバンド（支給

品）で固定 

Ｂ 岩崎電気 Ｅ７００７４ＳＡＮ９ ７台 

Ｃ 岩崎電気 Ｅ７００５２ＳＡＮ９ ４台 

Ｄ 岩崎電気 Ｅ７０４８ＳＡ９ ５台 

Ｅ Panasonic ＮＮＹ２０４３５ ３台 

Ｆ 三菱電機 ＥＬ－Ｓ５００４１Ｎ／Ｍ １台 既設取付ボルトで固定 

Ｇ 岩崎電気 ＥＣＦ６０４０Ｍ／ＮＳＡＮ８／ＤＧ 
２台 

自在バンド（支給品）で

固定 

 

９ 特記事項 

（1） 仕様書に記載の寸法及び取替品参考品番は参考とし、施工に先立って現地確認・採寸等を    

行った上で機器選定及び作業の計画を行うこと。 

（2） 作業は平日の実施を基準とするが、作業により道路通行等に支障等が生じる場合は官側と 

調整の上、土日を含めた工程とすること。 

（3） 各施工場所の作業期間及び高所作業車を使用する際の影響範囲について官側と調整の上、  

工程表を作成すること。 

（4） 機器据付後、点灯試験を実施し官側へ報告書を提出すること。 

 

10 提出書類 

(1) 工程表（契約後すみやかに） 

(2) 着工届（着工前） 

(3) 竣工届（竣工後すみやかに） 

(4) 写真（カラー印刷し、アルバム等に整理して提出すること。作業前、作業中、作業後、 

     その他監督官が指示する箇所を撮影すること。） 

（5） 作業日誌（日毎に作成し報告） 

(6) 発生材調書 

(7) 点灯試験結果報告書 

（8） 産業廃棄物処分関連書類（産業廃棄物管理票（写）、収集運搬・処分業許可証） 

(9) その他監督官が指示したもの 

 

 

 

 

11 検  査 

工事終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を

以て、作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け

合格を以て作業完了とする。 

 

件 名 伊丹(７)２５６号建物他照明器具取替 図 番 

伊丹駐屯地業務隊 管理科 営繕班 ２／６ 
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３／６伊丹（７）２５６号建物他照明器具取替

対象建物



 件　名  図　名
関係者以外不許可複製

 縮　尺  図　番
図示(A3:)
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ELL ED

記 号

取替器具一覧

F-XPD1-402RH16 補強アングルに取付 FL+2200

備 考

取替器具一覧

記 号 備 考

3
,
0
0
0

4,000

1,100 1,800 1,100

② FBF2RP-201GL16 FL+2350

防雨型、FL20W×1 防雨型、FL20W×1

耐圧防爆型(D2G4)、FL40W×2

256号建物平面図 S=1/50 261号建物平面図 S=1/50

既 設 機 器 既 設 機 器

F-XPD1-402RH16

FBF2RP-201GL16

星和電機

Panasonic Panasonic

補強アングルに取付 CH=2800

FL+2000

２５６号建物・２６１号建物平面図 ４／６伊丹（７）２５６号建物他照明器具取替

油脂庫

倉　庫

既設：防爆型、新設：一般型

WPWPWP

WPWPWP

IE1.6×3　E1.6（G16） IE1.6×3　E1.6（G16）

EX
EX

EX

IE1.6×2　E1.6（G16）

NNFW21825 LE9NNFW21825 LE9

Panasonic

XFX440AED LE9 LZBP4850A000J2A-41A000

新 設 機 器新 設 機 器

① ①

②

②

③

①

②

③



油脂庫 油脂庫 ボンベ庫

 件　名  図　名
関係者以外不許可複製

 縮　尺  図　番
図示(A3:)

記 号

取替器具一覧

既 設 機 器

F-XPD-402 RH16

5,700 4,800 5,000

4
,
0
0
0

SS-FBF2RP-201 GL16

266号建物平面図 S=1/50

星和電機 補強アングルに取付 FL+2200

備 考

FL+2300

耐圧防爆型(D2G4)、FL40W×2

防雨型、FL20W×1

Panasonic

２６６号建物平面図 ５／６伊丹（７）２５６号建物他照明器具取替

１０１WP WP １０２ WP

１０３

ELL
１０４

EX EX EX

IE1.6×2　E1.6（G16） IE1.6×2　E1.6（G16）

EXEX EXEX

IE1.6×2　E1.6（G16）

EXEXEX

NNFW21825 LE9

LZBP4850A000J2A-41A000

新 設 機 器

① ①

②

①①① ① ①

②②

①

②



Ｅ

 件　名  図　名
関係者以外不許可複製

 縮　尺  図　番
図示(A3:)

Ｆは既設取付ボルトで固定
Ｇは自在バンドで固定

Ｃ 岩崎電気製（E70052SAN1）・・4台

Ｂ 岩崎電気製（E70074SAN9）・・7台

Ａ～Ｅはステンレスバンドで固定

西門

既設照明器具

NH220

NH220

NH220

NH220

FL36

FL36

FL36

NH220
FL36

FL36

MF100

FL36

NH220

FL36

FL36

NH220

NH40

NH40

NH180

NH220 NH40

MF300

MF1000
MF300

NH40

NH220

FL36

NH220
FL36

NH220NH220

NH220

NH220

外灯配置図 ６／６

取替照明器具（支給品）一覧及び数量

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

ＦＣ

Ａ
Ｃ

Ａ Ａ

Ｎ

マルチハロゲン（投光器）　 1台

Ｇ

Ｇ

伊丹（７）２５６号建物他照明器具取替

Ｄ 岩崎電気製（E7048SA9）・・5台

Ｅ パナソニック製（NNY20435）・・3台

蛍光灯　　　　　　　　　　10台

マルチハロゲン灯　　　　　 3台

Ｆ 三菱電機製（EL-S50041N/M）・・1台

Ｇ 岩崎電気製（ECF6040M/NSAN8/DG）・・2台

ナトリウム灯　　　　　　　19台
Ａ 岩崎電気製（E70066SAN9）・・11台

取付資材：ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ30本、自在ﾊﾞﾝﾄﾞ2本



１.履行期限

２.履行場所

単位 数 量 単 価

ST 1

※　なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印を

積算内訳書を添付してください（書式は貴社様式）。

―以下余白―

伊丹（７）２５６号建物他照明器
具取替

仕様書のとおり

金 額

　　上記入札条件及び｢入札及び契約心得｣及び｢標準契約書及び請書｣の契約条項を承諾の上入
札します。
　　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団
排除に関する誓約事項について誓約します。

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日
住所・名称・代表者名

内　訳(消費税含まない)

品 名 規 格

入　札　書

分任契約担当官陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部　業務科長　加藤　江利菜　殿

￥

陸 上 自 衛 隊 伊 丹 駐 屯 地

令 和 8 年 1 月 30 日



１.履行期限

２.履行場所

３.締切日

単位 数 量 単 価

ST 1

※　なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印を

積算内訳書を添付してください（書式は貴社様式）。

―以下余白―

金 額

伊丹（７）２５６号建物他照明器
具取替

仕様書のとおり

令 和 年 月 日 住所・名称・代表者名

内　訳(消費税含まない)

品 名 規 格

市価調査書

分任契約担当官陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部　業務科長　加藤　江利菜　殿

￥

陸 上 自 衛 隊 伊 丹 駐 屯 地

令 和 8 年 1 月 30 日

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 １３時００分

通
信
欄

広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努め予定価格の算定の資料と
するため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。金額をご記入の上、
FAXでご返信お願いします。


